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はじめに

　2017年、中国知的財産権業界では引き続き迅速
な発展の態勢を維持してきた。過ぎ去ったばかり
の一年において、立法の動向からみれば、2017年11

月、３回もの意見募集を経て、「不正競争防止法」
改正案はとうとう可決され、新「不正競争防止法」
は2018年１月１日から正式に実行される。また、商
標の権利付与・権利確認に係る実務の中で依然とし
て存在する顕著な問題については、2010年に発布さ
れた「商標の権利付与・権利確認行政事件の審理に
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おける若干の問題に関する意見」を基にし、「商標の
権利付与・権利確認行政事件の審理における若干の
問題に関する最高裁判所の規定」（以下「権利付与・
権利確認規定」という）も正式に発布され、実施さ
れている。しかも、国家知的財産権局が「特許審査
指南」に対して行った改正及び北京市高等裁判所が

「特許権侵害判定指南」に対して行った改正などは、
いずれも知的財産権業界から一定の注目を浴びてい
る。
　裁判所の設立・調整において、北上広（北京・上
海・広州）の３ヶ所の知的財産権裁判所が設立され
て以来、最高裁は、更に南京などの十ヶ所の中等裁
判所において、多区域の知的財産権事件を管轄する
専門的な知的財産権法廷を設置することに許可した。
なお、杭州のインターネット裁判所が正式に設立さ
れることにより、インターネット事件の審理に係る
新たなモデルの道を切り開いた。
　2017年、知的財産権紛争事件の件数は依然として
全体的な増長の趨勢を現している。そのうち、各界
の注目を浴びている典型的な事件として、「iPhone 
６s」特許行政紛争シリーズ事件、「 USB key（U盾）」
特許権侵害事件、広薬集団と加多宝社との間の「紅
缶」紛争、「wapi」発明特許権侵害事件、及びモバイル、
シェアリングエコノミーなどの分野で発生された特
許権侵害紛争などを挙げられる。
　2017年に知的財産業界で発生された重大事件につ
いて、筆者は、比較的大きい影響を与えられた10件
を選び、かつ、次のとおり逐一に紹介する。また、
このような事件を顧みると同時に、2018年に発生し
得る知的財産重要事件についての展望も述べてい
く。

Ⅰ　2017年知財十大ニュース

１．「中華人民共和国不正競争防止法」（2017年改正）

の正式な採択２

2017年11月４日、第12期全国人民代表大会常務
委員会第30回会議では、表決を経て、新たに改正
された「不正競争防止法」を通過させた。改正後
の「不正競争防止法」は2018年１月１日から施行
される。

改正された同法は計５章32条となり、事業者と
して、一定の影響力を有する他人の商品名称、包
装、装飾などと同一又は類似の標識、一定の影響
力を有する他人の企業名称（略称、商号などを含
む）、社会団体名称（略称などを含む）、氏名（筆名、
芸名、訳名などを含む）、一定の影響力を有する
他人のドメイン名の主体部分、ウェブサイトの名
称、ネットページなどを無断に使用する行為、及
び人々に他人の商品又は他人との間に特定の関連
性があるかのような誤認をもたらすその他の混同
行為を実施してはならないことについて、明確に
定めている。

しかも、事業者として、技術的手段を利用し、
かつ、ユーザの選択に影響を与える方法又はその
他の方法を通じて、他の事業者が合法的に提供す
るネットワーク製品又はサービスの正常な運行を
妨害又は破壊するような行為を実施してはならな
い。上述の行為には、次のような行為を含んでい
る。他の事業者による同意を得ずに、当該事業者
が合法的に提供するネットワーク製品又はサービ
スの中に、リンクの挿入、強制的なターゲットの
ジャンプ、誘導、欺瞞又は脅迫などにより、ユー
ザに他の事業者が合法に提供するネットワーク製
品又はサービスを修正、クローズ、アンインス
トールさせること、悪意をもって他の事業者が合
法に提供するネットワーク製品又はサービスの互
換性を不可能にさせること、他の事業者が合法的
に提供するネットワーク製品又はサービスの正常
な運行を妨害、破壊するその他の行為。

解読：

今回の改正では、ビジネス標章、市場での混
同行為、相対的優位、商業賄賂、営業秘密、賞品
プロモーションなどを含む法律用語とコンセプト
に対して定義し、工商・市場監督管理局による具
体的な法執行上の操作性を強化し、かつ、目下の
新たな分野における違法行為について規制したが、
これらは公平な競争市場の秩序を維持するために
は一層有利なことである。また、「不正競争防止
法」と「独占禁止法」との間の協調と連結を体現し、
事業者の定義の改善、基本条項の追加、「不正競
争防止法」の調整範囲の拡大を行っている。イン
ターネットなどの分野における新型の不正競争行


